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評価の基本方針 
 

（１）評価の目的 

   実践的な職業教育を行う機関として、関係業界等のニーズを踏まえ、どのような

理念、目的、目指す人材等を掲げているか、また、質の高い職業教育が享受でき

る学校運営へと改善し、専門学校教育の発展を目指すために行う。 

 

（２）評価体制 

   本校自己点検実施委員会（構成員は校長、専任教員、事務局事務長、事務局課

長）にて評価する。 

 

（３）評価の基準 

   平成 25年 3月に文部科学省より発表された「専修学校における学校評価ガイドラ

イン」をふまえて設定した全 49 項目について実施する。 

  授業アンケート、卒業生アンケート等を活用する。 

 

（４）評価の公表 

   自己点検評価の結果は本校ホームページにて公開する。 
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基準 1 教育理念・目的・育成人材像等 

 

 点検項目【1-1】 理念・目的・育成人材像は定められているか  

学校としての理念・目標は、学生便覧の「Ⅰ 本校の理念」に掲げられている。 

それによれば「教育理念」は、 

1. 芸術における自由な精神の尊重を踏まえ、広い視野に立った豊かな創造性を育てる。 

2. 専攻分野での極端なセクショナリズムを排し、総合的な学問と芸術の両立を確立させる。 

3. 国際的な視野に立って展開し、伝統形式にとらわれず、伝統の持つ精神を高揚しつつ、深く掘り

下げ、新しい芸術を生み出す。そしてこれらを踏まえ、高度な職業能力を身につけた人材を養成

し、社会に貢献することを目指す。 

さらに具体的な「教育方針」として、 

1. 技術と知識における基礎力を充実させ、応用能力向上に徹底した指導体制をとる。 

2. 人間性及び自主性を育て、社会生活を営む上で重要なコミュニケーション能力を高める。 

3. 専門教育科目では 6 ヶ月で基礎を学び、クリエイティブとは何かを身につける。さらに専門基礎を

6 ヶ月、各コースで 1 年間または 2 年間、自分のめざす分野での技術と知識の向上に磨きをかけ

る。  

としている。 

大阪芸術大学の附属校として、「自由の精神の徹底」「創造性の奨励」「総合のための分化と境界領

域の開拓」「国際的視野にたっての展開」「実用的合理性の重視」という大学と共通の建学の精神が掲

げられており、具体的な育成人材像については、「芸術専攻分野に関し高度な職業能力を身につけた

人材」としている。 

この内容は、入学案内書の各学科紹介に示している。 

また、「教育目的、教育目標、3 つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ

ョン・ポリシー）に関する規程」を制定し、その内容については、学生便覧や学生募集要項に掲載して

いる。 

 

 点検項目【1-2】 学校の特色は何か  

「作品を生み出す力」その源は「自由の精神」にある。既成の概念にとらわれることなく、自らの感性

を磨き、新しい美、新しいモノづくりに挑戦していく。この「自由の精神」を本校は最も大切にしている。 

本校は、あらゆる面からこの「自由の精神」をサポートしている。たとえば、学びの選択肢を豊富に用

意している。学科は総合デザイン学科とコミック・アート学科の 2 つであるが、各学科に 5 コースずつ計

10 のコースを設けている。また、1 年次限定ではあるが、転学科、転コースができる機会も設けている。 

さらに、将来の進路の選択肢が多いことがあげられる。総合デザイン学科は3年間で即戦力となる人

材へと育成し、コミック・アート学科は 2年間でアーティストへの道を切り開く力をつけていく。当然のこと

であるが、コミック・アート学科の学生に対しても就職や進学希望者への支援もしっかり行っている。 

また、現校長は考え方・作り方・伝え方・学び方のものさしである「ビセン７則」を制定した。内容は以

下のとおりである。 

1 最小の表現で最大の効果を（情報の優先順位を定め、速度と密度のある表現に） 

2 ユーモアは魔法の薬（コミュニケーションを楽しく行き交わす遊び心） 

3 語れるモノづくり（絵本をつくるように物語を見える化させる） 

4 広い視野と小さな視点（物事の本質を見抜き、具体的なことから取り組む） 

5 残すものと新しくするもの（文化を守り、時代の変化を読み取る） 
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6 わかりやすさの設計（読み解く力・比喩する力・図化する力を磨く） 

7 喜びのバトンをつなぐ（トキメキを次へとリレーする） 

 

 点検項目【1-3】 学校の将来構想を抱いているか  

学院の創立 80 周年となる 2025 年に向けて令和 2 年度から 5 年の期間でグループ各校の事業の展

望、教育活動の指標に係る将来構想（中期計画）として、『大阪芸術大学グループビジョン 2025』を策

定した。 

この中で本校は次の 7 つのビジョンを設定し、その実現に向けて取り組んでいる。 

 

◇ビジョン 1 

常に新たなモノづくりに挑戦する自由闊達な精神を尊重し、自由度と柔軟性の高い教育の維持・

発展に努める。学びの選択肢を豊富に用意し、他コース授業の受講や転コースをはじめフレキシブ

ルな教育カリキュラムを推進するとともに、大阪芸術大学グループとしての海外セミナーや国際交流

展など、一人ひとりの個性と可能性を伸長し、豊かな創造性を育む学びを充実させる。 

◇ビジョン 2 

実社会に即した能力を磨き、芸術を通して社会や文化の発展に貢献できる機会を拡充させる。学

内外のコンクールやイベントで作品を発表する機会をシラバスに盛り込み充実させる一方で、産学

協同プロジェクトやコンペ等への積極的な参加を図り、学びの過程や成果を実践的に展開しながら

社会と接点を持つ質の高い教育活動を推進する。 

◇ビジョン 3 

社会的・実践的な対応力や仕事に対する責任感を高める学びへの取り組みを強化する。最先端

の職業人を招聘する特別講義、業界ニーズや学生の意識変化に即したカリキュラムの見直し、イン

ターンシップ等に注力するとともに、地元団体とのボランティア活動等も推奨し、技能習得のみなら

ず「人間力」と高い就労意識を育んで、社会に貢献できる人材の育成に取り組む。 

◇ビジョン 4 

専門性と実践性の高い学びを提供できる充実した教育施設・設備を整備しており、コンピュータ室

への最新のパソコン導入をはじめ、今後もさらに施設や設備の拡充を行う。また LED 照明の導入や

空調設備改善、老朽化施設の改修工事等を順次実施し、学生がより安心して快適に学べる環境の

整備を図る。 

◇ビジョン 5 

2 学科 10 コース 13 分野を開講する専門学校として、専門性の高い教員や実務経験豊富な教員

など様々な角度から学生の能力向上を図る人材を配置している。さらに個々の学生の資質やスキル

を見極めたフレキシブルな教育を実践するため、教員の年齢構成や教育の活性化にも配慮しなが

ら力量のある人材の積極的な採用と配置を進める。 

◇ビジョン 6 

学びの意欲をサポートするため多彩な奨学金制度を実施しており、経済的支援を求める学生の

要望により幅広く柔軟に応えるべく、制度の見直しや最適化に取り組む。健康相談や心的相談、生

活相談などにも対応し、カウンセラー室など学生生活全般に渡ってよりきめ細かく支援できる体制の

整備を行う。また外国人留学生に対する相談窓口の強化を進める。 

◇ビジョン 7 

1 年次から就職・キャリア支援プログラムを作成し、就職および進路に対するサポート活動を展開

している。2020 年度入学生よりコミック・アート学科でキャリアデザインの科目を新たに設置し、職業
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観の形成や就職活動の意識づけを促進させる。学生一人ひとりの資質や希望を尊重しながら、ガイ

ダンスやセミナー、個人面談、4 年制大学への編入学指導など様々な支援を実施し、社会状況と学

生の要望に応じた見直しと強化を行う。 
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基準 2 学校運営 

 

 点検項目【2-1】 運営方針は定められているか  

「運営方針」として明文化したものはなく、学校部署ごとで年度ごとに作成する業務目標（「目標設定

届」）や、事務局で適宜開かれる連絡会、専任教員による教員会において提起・共有された議案等（各

種事業の実施計画や教育課程の改定案等）を総合して学校の運営方針としている。 

また、『大阪芸術大学グループビジョン 2025』により、本校の将来構想・活動指標として、7つのビジョ

ンを設けたことから、このビジョンへの取り組みが即ち本校の運営方針として位置づけられている。 

 

 点検項目【2-2】 事業計画は定められているか  

事務局（事務部門）においては、毎年度、部署ごとに数値目標を伴う「目標設定届」の作成・提出を

義務づけており、翌年にはその達成状況の報告を求めている。これにより、事務局（事務部門）レベル

における単年度の事業計画（事業目標）が設定されている。教学面に関しては、教員会等において適

宜、教育課程（カリキュラム）等の見直しが図られ、単年度ないし中期的な目標・計画の設定が行われ

ているが、現在のところ、事務部門のような「目標設定届」の作成・報告義務は課されてはいない。 

また、事務・教学の部門を超えた専門学校全体としての中長期的な事業計画としては、新たに設け

られた『大阪芸術大学グループビジョン 2025』における本校の 7 つのビジョンがこれに相当する。 

 

 点検項目【2-3】 運営組織や意思決定機能は、効率的なものになっているか  

運営組織については「組織機構図」「事務分掌規程」において明確に示されており、これらの規程に

基づき各セクションが構成され、業務を遂行している。 

理事会、評議員会は「寄附行為」、教員会は「学則」、各種委員会は「委員会規程」によって、それぞ

れの組織・構成員、審議事項及び意思決定のプロセスが規定されており、効率的に機能している。 

それぞれの会議体において審議事項に係る決議録、議事録が作成・保管されており、教員会にお

いては、議事録を全教職員に配布して審議内容の周知と共有化を図っている。 

日常的に生じる連絡事項に関しては、事務局内においては打ち合わせ会議や文書回覧等により、

また、教員については（適宜、非常勤も含め）資料の個別配布、掲示という形で周知を行っている。重

要な事項については「稟議書」を作成し、事務長、校長の承認のもと、理事長決済を得る形になってい

る。 

 

 点検項目【2-4】 人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか  

教職員採用については、現状の学科・コースの構成、学生数、カリキュラムに基づき、必要に応じ行

っている。 

本校では公募による教員募集は行っていないが、これは本校の扱う領域が公募の難しい専門領域

であることに起因しており、前任者や近接領域を専門とする教員からの紹介や推薦等により候補者を

選定し、理事会の承認を得て採用している。 

人事考課は教員、職員とも実施していないが、教員については校長が日常の教育活動、研究活動

を評価し、昇格の推薦基準としている。賃金については「給与規程」が整備されており、これに基づき

支給されている。 

専任教員、職員ともに高年齢化の傾向にあり、今後の教育活動、業務への影響を考慮して対策を検

討していく必要がある。教職員の採用プロセスとして、非常勤から専任へ登用されるケースも少なくな

いことから、若い世代の非常勤講師の積極採用にも取り組んでいきたい。また、教員の専門性に関して
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採用時に精査しているが、美術・デザインの分野においては技術革新が目まぐるしく、教授・教育内容

が時代のニーズに対応しているかの定期的な見極めが必要であると考えている。 

 

 点検項目【2-5】 意思決定システムは確立されているか  

学校運営における教学面での意思決定に関しては、「学則」ならびに「教員会運営規程」により、校

長を議長とする教員会において議案の審議を行い、校長が決議することが定められている。 

物品購入等の予算執行に関しては、別途、決裁権限規程を設けて運用している。また、業務上の各

案件に関しては、原則として各部署の上長が判断を行うが、新規案件、学校・学院全体に係る案件、

重要度が特に高い案件等については、稟議により理事長・学校長の決裁を得ることとして運用してい

る。 

 

 点検項目【2-6】 情報システム化等による業務の効率化が図られているか  

学生に関する情報は、学生募集（入試）・教務・学籍（学費）・就職等の管理区分ごとに担当制が敷

かれ取り扱われており、各種の情報がオフコン（学生情報の管理に特化したオフィスコンピュータ）のシ

ステムによって有機的に一体化した構成となって運用されている。各担当部署が必要なデータを常に

参照、分析することが可能な体制となっており、各種データの更新についても、担当制により、責任の

所在を明確にした上で運用が行われている。 

メンテナンスやデータバックアップについては、専門企業との連携で万全な体制を構築するとともに、

情報セキュリティについても運用ポリシーや教育指導による人的セキュリティと、ネットワーク構成やプロ

グラムによるシステム的セキュリティを組み合わせて管理してきたが、経年とともに、特にメンテナンスに

おいて部品の調達が難しくなり、また、シラバスシステム開発業者の撤退、メンテナンスが不可能になる

などの理由から数年以内にはオフコンからパソコンへの管理体制に移行していく計画である。 
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基準 3 教育活動 

 

点検項目【3-1】 各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニーズに 

向けて正しく方向付けられているか 

各学科の教育目標・育成人材像、コースごとの教育目標は、以下のとおりである。 

◇総合デザイン学科 

   現代社会における新しい資源といわれるデザインの概念や対象の多様化に対応できる基礎的、

かつ専門的な知識・技術に加え、デザインの現場で必要な実践能力を修得することにより、各分 

野でデザインのプロフェッショナルとして活躍できる人材の養成を目標とする。 

グラフィックデザインコース 

技術はもちろん心も育てて誰にでも実現可能な人々を魅了するデザインを。 

デジタルデザインコース 

最新のＰＣ技術に加え、企画から考え表現につなぐビジネス感覚を養う。 

イラストレーションコース 

技術を磨くのは大前提。広く社会に必要とされるプロのイラストレーターに。 

プロダクトデザインコース 

創造性や客観性も培い人と暮らしを豊かにするモノの“機能美”を追求。 

インテリアデザインコース 

空間演出を広く学び、使う人の視点に立った快適な暮らしをめざす。 

 

◇コミック・アート学科  

   マンガ、コミックイラスト、アニメ、フィギュア、美術・工芸各コースの基礎的な知識・技術を修得す 

る。マンガ、コミックイラスト、アニメ、フィギュアコースでは、各分野に必要とされる表現力・発想力 

を育み、クリエイターとして自立・活躍することを目指すと共に、幅広く社会全体の精神的豊かさ 

につながる発想力を生かせる人材の育成を目標とする。また、美術・工芸コースでは独創性・創造 

性に溢れた新しい表現を奨励し、クリエイターや芸術家として活躍できる人材の育成を目標とす 

る。 

  マンガコース 

最前線のプロから学び、読む人を夢中にさせる無二のマンガを描きだす。 

コミックイラストコース 

人を惹きつけるための洞察力や創造力、描写力で魅惑のキャラクターを創作。 

アニメコース 

幅広い手法にふれながら、国境や時代を超えて愛されるアニメの制作を。 

フィギュアコース 

最新のデジタル技術と、立体的な思考を身につけ新しい世界を造る。 

美術・工芸コース 

1 年次後期より「絵画」、「版画」、「アクセサリー」、「陶芸」の 4 分野から 1 分野を選択。 

各分野の目標 

「絵画」 ： 創作活動に没頭し、真の芸術家を目指す。 

「版画」 ： 多彩な技法を体験し、独自の表現をつかむ。 

「アクセサリー」 ： 一片の金属を芸術に。技術と創造力を磨く。 

「陶芸」 ： 土や水と対話しながら作家としての力を磨く。 
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業界との結びつきで考えると、たとえば、総合デザイン学科デジタルデザインコースでは、ビジネス

プロデュース会社と連携し、様々なアドバイスを受けている。 

さらに課外活動として、企業や店舗から依頼を受け、実際のデザイン業務を行う「学生デザインビジ

ネスプロジェクト」を実施している。仕事の全工程を体験することで多様な社会対応力を習得し、報酬を

受け取ることにより、仕事に対する責任感やプロ意識を高めるというねらいがある。異業種交流会や産

業交流フェアなどの地域のイベントにも参加し、顧客の開拓も進めていたが、今年度を以って担当教

員が定年退職を迎えたため、今後については、産学連携の観点からも常にアンテナを張って近隣自

治体や企業の要望に出来る範囲で応えていきたい。 

カリキュラム作成においては、各コースの教員が業界のニーズを考慮し適宜改定等を行っているが、

今後、より人材ニーズを分析し、その反映に積極的に取り組んで行く必要がある。 

 

 点検項目【3-2】 修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされているか  

各学科・コースの教育達成レベルは次のとおり。 

◇総合デザイン学科 

グラフィックデザインコース 

1 年次は平面レイアウトや立体造形の基礎、コンピュータの基本操作などを学び、デザイナーとし

てのベースを築く。 

2 年次はタイポグラフィや商品パッケージ、販促物・広告の制作など多彩な表現を体験し、幅広い

デザイン力をつける。 

3 年次は企画立案から多媒体のデザインまでトータルなディレクション力を養い、就職活動や卒業

制作へとつなげる。 

デジタルデザインコース 

1 年次はデッサンや造形などを基礎から習得し、Web デザインやデジタルデザインなどコンピュー

タを活用した表現法を学ぶ。 

2 年次は印刷メディア、デジタルメディアなど各分野の制作に挑戦。グループでコンペティションに

参加し、チームワークの力も磨く。 

3 年次は技術をセールスプロモーションに応用し、企画力、表現力、コミュニケーション力をはじめ

社会で活躍できる力を高めていく。 

イラストレーションコース 

1 年次はデッサンや色彩構成などの基盤を固め、PC ソフトやプリント技法もマスター。発想力や表

現力、プレゼンテーション力も培う。 

2 年次は精密描写の技術など多彩な表現法を学び、各種メディアでの展開方法を学習。印刷物

の制作工程も実例を通して覚える。 

3 年次は「ファンシーイラストレーション」と「リアルイラストレーション」に分かれ、専門性を深めて仕

事に直結する力を育む。 

  プロダクトデザインコース 

1 年次はデッサンやスケッチを学ぶことで、造形を捉えスピーディに描く力を養成。材料に触れて

立体構造についても学ぶ。 

2年次はCGやCADを学び、立体の設計法を習得。自分が思い描いたモノをデザインし、実際に

形にすることで造形感覚を磨く。 

3 年次は学んだ知識と技術を応用し卒業制作へ。美しいモノや利便性に優れたモノなど、自分が

つくりたいと思う作品を追求する。 
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インテリアデザインコース 

1 年次はデッサン、造形、製図、CAD について基礎から学び、自らデザインした空間を立体模型

で表現することにも挑戦する。 

2 年次はインテリアや建築に限らず生活のための空間デザインを設計するスキルを養成。資格取

得に向けた勉強も進めていく。 

3 年次は作品展や学外のコンペティションへの出展をめざして卒業制作に取り組み、実践的なプ

レゼンテーション力も磨く。 

◇コミック・アート学科 

マンガコース 

1 年次は人物、背景の描き方、スクリーントーンの貼り方など基本的なテクニックを習練。マンガに

必要な描画力をしっかりと養う。 

2 年次はアナログ・デジタルの幅広い技法を使い、より完成度の高いキャラクターを制作。オリジナ

ルマンガの創作を集中的に行う。 

コミックイラストコース 

1 年次はデッサンなど基本的な描写力を身につけ、色彩の基礎知識、画材の使い方、コンピュー

タの活用方法なども学ぶ。 

2 年次は身につけた知識・技術を駆使して、オリジナルの世界をイラストとして表現。 

アニメコース 

1 年次はデッサン、文章表現、機材の操作方法など、アニメーションの制作に関わる多様な技術と

知識を学び、基礎を固める。 

2 年次は自分たちの企画・脚本をアニメ化する卒業制作にチームで取り組み、実務の現場で必要

な連携能力も養う。 

フィギュアコース 

1 年次は最新 3D ソフトと手作業の両方を経験。デジタルとアナログの基礎を身につけ、空間を捉

える力や発想力を養う。 

2年次は原型、食玩、イベント出展など、幅広い制作を通して自分の方向性を発見し、その分野で

プロとして活動出来うる技術を習得する。 

美術・工芸コース 

1 年次前期は、絵画、版画、アクセサリー、陶芸の 4 分野の基礎的な技術と知識を習得。美術・工

芸に関するさまざまな創作にふれながら創造力や感性を養う。この経験を基に、自身の適性を推

し量り、各自の嗜好性や体力をも見極めて 1 分野を選択する。 

1 年次後期～2 年次は選択した分野で高度な技術や表現力を身につける。 

2 年次は卒業作品の制作に取り組み、卒業制作展において展示発表を行う。 
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  点検項目【3-3】 カリキュラムは体系的に編成されているか  

コースごとにカリキュラムを設置し、1 年次にコースに関わる基礎知識、基礎理論と応用理論を学ぶ。

同時に演習と実習を通じて、専門基礎力・専門技術力を身につける。2 年次、3 年次になると基礎力を

活かして、より高度な技術を学び、応用能力を身につけ、クリエイティブな発想のもと、磨きをかけて、

卒業制作完成につないでいく。 

 

 点検項目【3-4】 学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置付けをされているか  

各科目は、学科・コースごとの人材養成目標、教育達成レベル等をもとに、講義、演習、実習といっ

た授業形態や配当年次を考慮してカリキュラム上に配置している。また、コースを超えて履修すること

ができる科目（オープン科目）も設定し、学生の多様な興味・関心に応えられるようカリキュラムを構成し

ている。 

 

 点検項目【3-5】 キャリア教育の視点に立ったカリキュラムや教育方針などが実施されているか  

平成 23 年度から総合教育科目として「キャリアプログラムⅠ」「キャリアプログラムⅡ」「キャリアプログ

ラムⅢ」を開講している。この科目は、「働くってこういうこと」という就職に対する基本的な意識と知識を

身につけるための科目である。各 15 回開講している。 

「キャリアプログラムⅠ」では、働くために必要最低限のコミュニケーションや考え方の基礎を学び、社

会人となる心構えを身につける。 

「キャリアプログラムⅡ」ではプレゼンテーションやディスカッションのやり方など実際に就職活動で活

かせる具体的なスキルを身につける。 

「キャリアプログラムⅢ」では具体的な就職活動の進め方や、めざしたい企業の見つけ方など、内定

までのステップのひとつひとつをどうしていくかを考え実行する。 

総合デザイン学科では必須科目として、コミック・アート学科においては選択科目として設定してい

る。 

また、令和 2 年度よりコミック・アート学科の 1 年次後期に「キャリアデザイン」という科目を新設し、マ

ンガ、コミックイラスト、アニメ、フィギュア各コースの必須科目に位置付けた。多岐にわたる進路選択に

おいて、正しい業界・職種理解とともに学生自身の動機形成とキャリアに対する考え方の醸成を促す

ねらいがある。 

今年度はコミック・アート学科の学生を対象に、税金の基礎知識、年金制度、給与の内訳、正社員と

非正規社員の生涯賃金の差等、具体的な知識を養う事を目的として大阪阿倍野税務署に講義を依頼

した。学生たちは、フリーターを選択することに伴う納税の煩雑さや、企業に所属することへのメリットな

どを学ぶことができた。 

 

 点検項目【3-6】 授業評価の実施・評価体制はあるか  

前期・後期の 2 回、学生による授業評価アンケートを実施している。アンケートの結果は集計の上、

教員にフィードバックを行い、各コースの教員がカリキュラムの見直しや授業方法の改善に利用してい

る。個別のアンケート結果についても、各担当教員が授業改善の考察の資料として活用している。（但

し、任意としている。） 

全体については、校長、事務長が結果を把握し、アンケート結果から改善が必要と考えられる場合

には、該当の教員と面談を行うなどして改善に努めている。 
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 点検項目【3-7】 育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか  

教員の採用にあたっては、各コースの教員が授業を担当する資質・能力を備えていると判断した採

用候補者を推薦し、校長、事務長の事前承認を得て、理事会の決裁を得る形をとっている。採用が決

定した教員については、校長、事務長が面談を行い、本校の教育理念や人材育成目標等を伝えてい

る。採用後の教員、非常勤教員については、各コースの専任教員が構成員である月 1 回開催の教員

会の議事録配付等を通して、教学関係、就職関係等の情報を共有しており、必要に応じて、各コース

の専任教員から、さらに非常勤教員へと情報の周知と共有が図られている。 

専任教員については毎年研究業績報告があるが、非常勤教員については行っていない。今後、非

常勤教員の資質確保のために、このような制度を導入すべきか検討を要する。教員評価については、

評価システムは制度化されていないが、専任教員については校長が適宜判断し、昇格推薦を行って

いる。教員間の協力体制については、各コースの会議等で意思疎通を図り、授業内容向上に資してい

る。 

 

 点検項目【3-8】 教員の専門性を向上させる研修を行っているか  

過去には専任教員への研修として、ADEC（全国美術デザイン教育振興会：美術デザイン分野の専

門学校の団体）や情報教育協会等が行っている教員研修へ参加していたが、参加実績は少なく、近

年は参加できておらず今後の検討課題である。研修ではないが、教員の外部でのデザイン活動、美術

発表等の実施を推奨しており、専任教員は毎年その実績を研究業績報告書としてまとめている。 

また、教員の研究活動の助長を目的とした応募型研究費用助成制度「塚本学院教育研究補助費」

への応募を奨励しており、令和 4 年度は 1 件が採択されている。 

 令和 4 年度から高等学校の美術教育が大きく変わり、本校校長の教育内容が高等学校美術教科書

に取り上げられていることもあり、新カリキュラムで学んだ高校生を迎える準備として、校長が専任教員

に対して勉強会を開催した。 

 

 点検項目【3-9】 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか  

成績評価については、学則、履修規程、試験規程が整備されており、これらに基づき、適正に運営

されている。また、これら成績評価・単位認定の基準は学生便覧にも掲載しており、便覧の配付により、

周知徹底されている。 

 

 点検項目【3-10】 資格取得の指導体制はあるか  

ADEC が実施している「色彩士検定」の合格（資格取得）を目指し、「色彩演習」等の科目の中で受

験対策の指導を行っている。昨年度の色彩士検定 3 級の合格率は 82.1％であり、過去 3 年間の平均

合格率は 82.0％となっている。これは全国平均を 5.1％程上回る数値である。 

「色彩士検定」以外にも、デジタルデザインコースの「Photoshop クリエイター能力認定試験」や

「Illustrator クリエイター能力認定試験」、インテリアデザインコースの「CAD 技術者試験」があり、受験

者数そのものは多くはないが合格率は概ね高い。 

デザイン系以外では「色彩士検定」を除き、資格は少ないが、美術・工芸コース（アクセサリー）にお

いては、原則として全員が「ガス溶接技能講習」を受け、ガス溶接の資格（修了証の交付）を得ている。 

本校が展開する分野での資格は少ないが、有益な資格については、コースの教員が検定情報を学

生に提供し啓発を図っている。 
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基準 4 教育成果 

 

 点検項目【4-1】 就職率（卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率）の向上が図られているか  

本校では毎年、就職における数値目標を設定している。学校全体では就職率 100％を達成目標に、

キャリア支援センターと各コース長が連携して、求人の開拓や就職ガイダンス、業界研究セミナー、就

職講座、個人面談、模擬面接、グループ面談など様々な機会を提供しながら在校生の指導にあたっ

ている。今年度は就職活動に少しでも早期に取り組めるように、補講期間中に自己 PR 作成講座（添削

を含む）を開催した。 

特に学校全体として、学生の就職に対する意識を向上させる為、授業時間外に年間5回の就職ガイ

ダンス等を実施している。また、大阪芸術大学附属校としての特典を活かし、毎年大阪芸術大学の編

入学試験に数多く合格している。 

過去 3 ヵ年の就職率の平均は、卒業者就職率 41.3％・求職者就職率 86％である。今後は求職者就

職率 100％を目標に学生の就職に対する意識を向上させていきたい。 

 

 点検項目【4-2】 資格取得率の向上が図られているか  

「色彩士検定」の受験に関しては、本校の教室を試験会場とし、受験しやすい環境作りに努めてい

る。 

本校ロビーに各種資格のパンフレットを設置、ポスターを掲示し、学生の情報収集に役立てている。

教員もそちらで得た情報を授業内で学生に紹介している。 

また、「Photoshop クリエイター能力認定試験」「Illustrator クリエイター能力認定試験」のエキスパート

認定試験は、グループ校である大阪芸術大学のエクステンション講座を利用し同大学内で受験してい

る。受験料が一般より 20％程安く、学生の受験率が高まっていると思われる。 

 

 点検項目【4-3】 退学率の低減が図られているか  

令和 4 年度の退学率は 9.3％であるが、その理由としては、学業不振、体調不良、進路変更等の退

学と経済的事情に基づく学費未納による除籍である。この学籍異動のデータは、学籍異動リストと共に

月次の教員会で報告を行っており、詳細については各コース担当教員からの事情説明などにより学校

全体の学生動向の把握に努めている。 

月間異動データは、集計後、学校基本調査等で報告を行っている。また、学生の諸状況の早期把

握のために、在校生全員の出席状況チェックを定期的に実施しており、欠席の目立つ生徒において

は、事務局、教員からの電話連絡、面談等の実施によって長期欠席の予防に努めている。学業不振、

体調不良の遠因として、精神面での不調が考えられるため、カウンセラーによる相談体制も整えてい

る。 

 

 点検項目【4-4】 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか  

卒業生・在校生の活動状況を伝える個展、グループ展、イベント企画などの案内状、DM（ダイレクト

メッセージ）等が日々学校に届いており、学務係が整理して、学生ラウンジなどに設けた案内コーナー

において掲示及び配布を行っている。卒業生・在校生の受賞などの活躍については、各コースの教員

を通じて報告されるケースが多く、その情報をもとにホームページや学校案内等で紹介を行っている。

交通の便が良いため、卒業生が本校内の展示フロアで個展を開くことも多々ある。 
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基準 5 学生支援 

 

 点検項目【5-1】 就職に関する体制は整備されているか  

就職・進学指導は、キャリア支援センターが専任教員 11 名との連携により実施している。また、教職

員に対する就職指導の重要性の認識とさらなる関心を持ってもらうことにより全学的な体制をとってい

る。 

また、就職委員会の構成員は、教員会参加教員と同一であるため、月1回開催の教員会の中で、就

職に関する事案を話し合い、キャリア支援センターと情報共有している。 

就職指導は、計画されたスケジュールに沿って 1 年次より卒業まで進められる。内容は多岐にわたり、

1年次より就職に対する意識付け、就職の手引の配付、就職ガイダンス、業界研究セミナー、就職講座、

個人面談、模擬面接、グループ面談の実施等、そして春季と夏季に実施している希望者対象のインタ

ーンシップ等を順次行い、希望職種への就職や進学が決まるように指導している。 

一方、企業訪問等による求人企業開拓（インターンシップ企業を含む）や、就職実績企業について

も通年で訪問を実施し、卒業生のフォローアップなども行っている。 

 

 点検項目【5-2】 学生相談に関する体制は整備されているか  

学生相談全般の対応は、クラス担任のような役割を果たす各コース長と学務係が連携して担当して

いるが、特に学業に関する問題は教員、教務担当者が解決に当っている。また、学生相談室を設け、

専門知識を持ったカウンセラーが週 3 回定期的に来校し、在校生、教職員のメンタルヘルス相談を行

っている。学生相談については、ホームページ、学生便覧、リーフレット、ガイダンス、学内掲示などで

周知している。 

留学生においては、日々の授業の出席確認を通じて生活状況の変化を早期に発見することにより、

学習意欲の維持・向上に努めている。他には、各種奨学金や住居など生活に関する情報を提供して

いる。また、在留資格に関する申請手続（期間更新許可、変更許可、資格外活動許可、再入国許可

等）の内容についても明確かつ詳細に説明のうえ、当該申請書類の作成指導にあたっている。 

 

 点検項目【5-3】 学生の経済的側面に対する支援が全体的に整備されているか  

日本学生支援機構の奨学生は、在校生の 47.5％に達しており、経済的支援を必要とする学生に対

し入学時からガイダンスを実施するなど、奨学金制度活用の周知を行っている。学校独自の奨学金給

付制度として大阪美術専門学校奨学金制度、塚本学院校友会奨学金制度を設けている他、令和 2 年

度より施行された「高等教育の修学支援新制度」における支援対象校の指定認定を受ける等、学生の

経済面における支援体制の充実に積極的に取り組んでいる。 

令和 2 年度から実施している新型コロナウイルス感染症に伴う家計急変者を対象とした緊急奨学金

についても、昨年に引き続き募集を行ったが応募者がいなかった。    

また、留学生に対しては、大阪美術専門学校私費外国人留学生奨学金制度を設けており、他にも

日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨励費を活用している。こうした奨学金制度の募集、詳細

については、本校ホームページ、学生募集要項、学生便覧、学内掲示で周知している。 

また、大阪芸術大学グループが主催する「“世紀のダ・ヴィンチを探せ！”高校生アートコンペティシ

ョン」や ADEC 全日本高校デザイン・イラスト展の受賞者に対し、入学時に奨学金を支給する制度も設

けており、幅広い支援体制が整えられている。  
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 点検項目【5-4】 学生の健康管理を担う組織体制があるか  

定期的健康診断は、学校保健安全法に従い、毎年 4 月に在校生全員に実施しており、その診断は、

学院が委託した医療法人が行っている。学内での発病、事故などの対策として、AED（自動対外式除

細動器）の設置や担当の教職員が緊急時に適切な対処ができるようマニュアルを作成し、近隣の診療

所と連携して対応するための体制を整えている。今年度はマニュアルの見直しを行い更新した。 

また、法人本部保健管理センターの指導のもと、ホームページや掲示を通して健康管理についての

注意喚起を行っている。 

その他、万一の事故に備えて、専修学校・各種学校学生生徒災害傷害保険に加入している。健康

管理に関する事項は学生便覧、ガイダンスなどで周知を行っている。 

 

 点検項目【5-5】 課外活動に対する支援体制は整備されているか  

新入生歓迎球技大会や、企画から運営まで全て学生の手で行われる美専祭などの学校行事以外

にも、イベント企画の参加を積極的に推し進めている。球技大会や美専祭の学校行事の実施にあたっ

ては、学院、校友会等から運営費用の一部補助も支出されている。なお、令和 2 年度以降、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、球技大会の開催を中止したが、感染対策を行い、2年ぶりに美専祭に

ついては実施することができた。 

学院の研修施設として和歌山県に白浜研修センター、長野県に菅平高原研修センターが設置され

ており、グループ校の学生・卒業生・教職員の為の福利厚生施設として利用されている。また、大阪芸

術大学グループの利点として大学図書館、短期大学部の体育館などを利用することもできる。 

 

 点検項目【5-6】 学生寮等、学生の生活環境への支援は行われているか  

本校の自宅外学生の比率は、28.0％である（留学生を除いた自宅外学生は 14.7％）。独自の学生

寮等の施設はないが、「仲介手数料をとらないこと」「4 月からの入居の場合、3 月までの家賃をとらない

こと」「クレームに対し迅速に、誠意をもって対応してもらうこと」「基本的に通学は交通費のかからない

物件を紹介すること」の 4点を条件として、約 15社の業者から住居物件情報の提供を受けている。また、

紹介業者の物件でのトラブルは、学務係が確認、解決に当るが、現状として学生からのクレームや相

談はない。 

 

 点検項目【5-7】 保証人と適切に連携しているか  

大学、短大部で開催しているような保証人を対象とした「教育懇談会」は実施していない。保証人と

の意思疎通、連絡内容を伝えるツールとして、本学ホームページ内に保護者等向けの案内ページを

設けており、学校行事や学生の活動内容の紹介・発信、奨学金等修学支援情報の提供に努めてい

る。 

また、日常的な授業上の問題、学生生活に伴う問題、就職、進学関連等、保証人からの問合せや

相談に対しては、事務局の各担当者や各コース長が三者面談などを実施し対応している。 

 

 点検項目【5-8】 卒業生への支援体制はあるか  

卒業生の同窓会組織として、塚本学院校友会がグループ全体の卒業生会員の情報管理を行って

いる他、各コース教員が卒業生との窓口になっている。 

就職等に関する相談については、キャリア支援センターが窓口となり、卒業後も「求職登録」等により

就職支援が受けられる体制が整えられている。 

また、卒業生の展覧会（作品展）開催にあたり、学内施設の利用受け入れ等の支援を行っている。 
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基準 6 教育環境 

 

 点検項目【6-1】 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか  

講義教室、実習教室とも、授業を行う上での必要性に対応し整備されている。コンピュータや施設の

整備にあたっては、大阪府の助成金（補助金）も受給・活用しながら、計画的に環境の整備を進めてい

る。今後もカリキュラムの改定等に対応した施設・設備の拡充に努めていきたい。 

施設の管理については庶務係、運用については学務係が担当しており、設備の改修・保安等に関

してはそれぞれ専門業者と連携し対応している。特にコロナ禍において三密を避けるために、教室を

分散して授業を行うため、ノート PC、プリンター等の購入を行い、Wi-Fi 環境を充実させた。 

また、今年度実施した学生満足度調査では約 85％の学生が施設・設備について満足していると回

答している。一方、不満足と回答されたものの要因としては、学生食堂や運動施設がない、トイレが少

ないことが挙げられており、本校の立地条件から直ちには対応が難しいものも認識される結果となっ

た。 

建物の維持・管理も計画的に行っており、次年度は第二期建物補修工事を実施する予定である。 

 

 点検項目【6-2】 学外実習、インターンシップ、海外研修について十分な教育体制を整備しているか  

学外実習については、美術館・展覧会の見学、学外スケッチ、施設見学など担当教員がシラバス

（授業計画）に基づき教育効果を考慮し、企画・実施している。 

インターンシップについては、応募者は少ないが、印刷会社、デザイン事務所等を中心に学生を派

遣し、夏季休業・春季休業期間中に実施している。実施後は今後に活かすという目的で、参加者によ

る報告会を実施している。ただし、令和 4 年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年

度に引き続き夏季、春季ともに中止した。ただし、企業採用選考型インターンシップには学生の参加を

促している。なお、インターンシップ等への参加者については本校の費用負担で保険加入している。 

海外研修については、本校独自での実施はないが、大阪芸術大学グループとして、大阪芸大と海

外の大学等との姉妹校・海外交流協定によるアメリカ（カリフォルニア美術大学、ミネアポリス美術デザ

イン大学、メリーランド美術大学）、ヨーロッパ（イタリア・ミラノ工科大学・ポリデザインデザイン協会）等の

国際セミナーや、上海美術学院（中国）との日中交流作品展、弘益大学校（韓国）との日韓交流作品

展における訪問団への参加等を通じて研修の機会を確保している。 

また、令和 2 年度入学生から国際セミナーに参加した学生の海外での学修に対して単位認定を行

えるよう、総合教育科目に「海外演習Ⅰ」「海外演習Ⅱ」（各 3 単位）を新たに追加した。 

 

 点検項目【6-3】 防災に対する体制は整備されているか  

昨年度（令和 3年度）に引き続き、今年度も地元消防署立会いのもと 1月 31日に防火訓練、避難訓

練を実践形式で実施し、避難ルートの確認、集合場所の確認を行った。有事の備えとして、今後も継

続して実施したい。また、B 棟使用教員による避難経路の現地確認も実施した。 

通常の防災としては、業者による消防設備点検を年 2 回実施している。 

また、平成 30 年度に地元消防署の立入点検が行われ、第一石油類等の危険物所有量の見直しを

行った。以後は毎年半期に一度、所有量の点検を実施している。また、一昨年度は防災管理規程、保

安規程を制定し、防災マニュアルを作成した。  
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基準 7 学生の募集と受け入れ 

 

 点検項目【7-1】 学生募集活動は、適正に行われているか  

学生募集活動において過剰な広告や虚偽の広告は行っておらず、その広報活動は、教員・職員が

一体となり真実を伝えることに徹している。学校案内、ホームページ、各種メディアを使用し教育内容

等を知らせており、広告媒体業者主催の各地で開催する進学説明会に参加し本校を PR している。 

また、学内でも各学科・コースの内容を具体的に伝える「トキメキ体験入学」を開催している。体験入

学プログラム中の「鉛筆デッサン講座」は適切な学生募集活動につながると考えている。 

  

 点検項目【7-2】 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか  

卒業後の進路である就職・編入学状況は、トキメキ体験入学などの行事参加者のアンケートにおい

ても関心が高く、また、学生募集活動からも大きな位置づけであることを認識し、キャリア支援センター

が把握している就職・編入学などの実績データを学校案内、ホームページ、説明会において紹介して

いることによって学生募集活動に充分に貢献していると考えている。また、近年の大学偏重傾向や社

会環境の変化に伴う就職状況を考えれば専門学校の目的である職業教育機関としての専門性をより

アピールする必要があるとも考えている。 

 

 点検項目【7-3】 入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われているか  

入学試験については学生募集要項、ホームページ等で、日程、試験内容を案内し実施している。 

入学試験選考に関しては高等学校の調査書（大学卒業者等は最終学歴における成績証明書等の

提出書類）とデッサンや面接を行って合否の判断要素に含めて行っている。また、入学試験終了後は、

校長並びに複数の専任教員等により構成される合否判定会議において調査書・成績証明書・試験結

果・志望動機の内容等を判断要素に含めて合否判定の最終決定を行っている。 

 

 点検項目【7-4】 学納金は妥当なものとなっているか  

本校の学費は関西地区の同分野校と比較し、入学者、在校生にとって負担感の少ないものとなって

いる。ただ、本校在校生の中には、家計が厳しい家庭も見うけられ、延納希望者も増加している。 

今後も、継続的に学納金（金額設定）の妥当性について検討を行うとともに、学納金の負担軽減に

係る支援も平行して充実させていく。 
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基準 8 財務 

 

 点検項目【8-1】 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか  

少子化や内外の経済状況悪化等により、本校の置かれている状況は大変厳しいものではあるが、

入試広報においても大阪芸術大学グループ各校とも健闘しているが、専門学校では前年に比べて入

学者が 15.3％減少している。今後とも入学定員の確保に努め、学生生徒等納付金収入を含めた収入

の確保を目指していく。 

収入と支出のバランスを考慮しながらの運営を心がけてはいるが、学校の教育研究目的を達成する

ために、学生の学習活動・教員の研究活動に必要な施設・設備等の環境の充実については、無駄は

省きつつも、優先している。 

 

 点検項目【8-2】 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか  

事業予算の策定は教育・研究その他学事計画が基となっており、法人本部で原案を作成し、常務

会、評議員会で意見を聞き、理事会による審議の上、確定し執行される。 

調達等に関しては、「物品購入・支払申請事務取扱」により、各担当部署が内容の確認・検証の上、

物品購入申請書を作成、本部財務課へ提出し、専務理事（常務会）、理事長の決裁が下りたものを発

注する。 

また、納品の確認後は請求書に沿って物品支払申請書を作成、本部財務課へ提出する。専務理事

（常務会）、理事長の決裁を受けた物品支払申請書は本部経理課にて伝票起票され、専務理事（常務

会）、理事長の支払確認決裁後、支払がなされる。 

 

 点検項目【8-3】 財務について会計監査が適正に行われているか  

私立学校法及び寄附行為に基づいて選任した監事 2 名による監査は、業務監査、会計監査をあわ

せて令和 4 年度は 4 日間実施されており、監査結果は理事会・評議員会において報告されている。 

また、外部の監査法人による財産状況の監査についても令和 4 年度は延べ 90 日以上が行われて

いる。いずれの監査結果においても特段の指摘事項はなく、事業運営・業務・予算執行・会計等、学

院運営全般において適法で適正な状態であると認識している。 

 

 点検項目【8-4】 財務情報公開の体制整備はできているか  

私立学校法の規定により、毎年度 5 月末日までに財務諸表及び事業報告書を作成し、理事会・評

議員会にて審議を行っている。 

また、財務情報の公開については、「学校法人塚本学院情報公開規程」により、財務書類等の閲覧

請求権者の範囲を定め、請求があった場合にはただちに閲覧に供することができるよう整備しており、

大学ホームページ上においても財務書類等の公開を行っている。 

今後もホームページへの財務情報公開など、積極的な情報公開を維持し、社会的信頼を高めてい

く。  
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基準 9 法令等の遵守 

 

 点検項目【9-1】 法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか  

法令の遵守について、平成 22 年に「学校法人塚本学院コンプライアンス規程」を制定し、法令、設

置基準等の遵守と適正な運営に取り組んでいる。 

セクシャルハラスメント等の人権侵害事案の防止については、就業規則において規定化している他、

人権教育推進委員会を常設して人権意識の向上・人権教育の推進に取り組んでいる。 

 

 点検項目【9-2】 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか  

教育活動や学校業務における個人情報の取り扱いに関して、平成17年に「個人情報の保護に関す

る規程」を制定し適切な管理に努めている。 

また、「個人情報の保護に関する法律」、学校法人塚本学院「個人情報の保護に関する規程」に基

づく個人情報の保護と利用に関するプライバシーポリシー（個人情報保護方針）として、「個人情報の

保護について」を定めて本校ホームページや学生便覧等に記載することにより、学生等への周知を図

っている。 

入試広報においては、資料請求者、受験者などからの個人情報取得について、本校での個人情報

取り扱い基準を明示し、理解を得ている。 

 

 点検項目【9-3】 自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか  

自己点検・自己評価について、部署・事務部門単位での「目標設定届」「目標達成報告」の作成によ

る点検・評価は行われていたものの、学校全体としての点検・評価には至っていなかったことから、平

成 30 年度に「大阪美術専門学校自己点検実施規程」及び、11 基準・49 点検項目から成る「点検・評

価項目」を設定し平成 31（令和元）年度より自己点検実施委員会を発足させ、自己点検・自己評価に

取り組んでいる。 

また、自己点検評価と並行して、在学生保証人・卒業生・卒業生保証人等からなる学校関係者評価

委員会も設置し、平成 30 年度の自己点検評価結果の検証を令和元年 9 月 7 日に、令和元年度自己

点検評価結果の検証を令和 2 年 9 月 5 日に、令和 2 年度の自己点検評価結果の検証を令和 3 年 9

月 4 日に、令和３年度自己点検評価結果の検証を令和 4 年 9 月 3 日にそれぞれ実施した。 

令和元年度の学校関係者評価（平成 30 年度分）では、大規模災害発生時の対応マニュアルの整

備について委員より指摘を受けたことから、令和 2 年 7 月に「大阪美術専門学校防災マニュアル」を策

定し、また、令和 3 年度の学校関係者評価では、卒業生の満足度調査実施について委員より提案が

あり実施するなど、自己点検による評価結果をさらに学校関係者より検証する2段階の評価制度によっ

て、課題改善に関する好循環が生まれている。 

 

 点検項目【9-4】 自己点検・自己評価結果を公開しているか  

自己点検実施委員会による自己点検評価の結果について、「自己点検・評価報告書」としてまとめ、

本校ホームページにて公開している。 
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基準 10 社会貢献 

 

 点検項目【10-1】 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか  

ここ数年来、大阪市から依頼を受け、「こども 夢・創造プロジェクト」を実施している。 

対象は小学 4 年生から中学 3 年生とし、本校教員の指導により、パソコンで絵を描くソフトを使用し、

手書きのペン入れ、ベタ塗、トーン貼りなどの基本を学び、オリジナルキャラクターやマンガ原稿を描く

という内容の講座である。コロナ禍ではあるが感染対策を実施し、昨年度に引き続き今年度も実施する

ことができた。 

施設については、「第7ブロック高校美術・工芸展」、「大阪府高校美術・工芸展（第7ブロック対象）」

に会場提供を行うなど、高校教育への支援を行っている。 

今年度は、NPO法人北田辺プロジェクト実行委員会から、北田辺商店街 60店舗参加によるハロウィ

ンプロジェクトで写真撮影用スポット制作をボランティアで依頼され、教員とアシスタントスタッフが取り

組み納品した。 

今後も可能な限り、これらの取り組みを発展させていきたい。 

 

 点検項目【10-2】 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか  

地元団体等が主催するボランティア活動について、ポスター等の学内掲示を行っており、学生有志

の参加を募っている。 

近年では、大阪市阿倍野区三明町にある障害福祉施設「四天王寺さんめい苑」で、障害のある利用

者に向けてのワークショップ（芸術作品制作）に年 2 回、学生、教職員が参加している。作品の制作指

導及び、一緒に作品制作を行うことで交流が生まれ、大変喜ばれていると同時に学生たちにとっても、

貴重な経験となっている。（ワークショップ内容例：キャラクター・イラスト プラ板制作、ウォータードーム

制作、陶芸制作、モビール制作等）昨年度はワークショップに代わり、学生が制作した新型コロナウイ

ルス感染症予防ポスターを施設内の玄関エントランス、お手洗い、更衣室、エレベーター内等に掲示

した。 

さらに、大阪市営地下鉄の民営化に伴い、大阪メトロの天王寺駅周辺 3 ヶ所に学生の作品を展示し

て、利用者の目を楽しませている。展示場所、作品を変えながら今後も継続していく予定である。 

今年度は近鉄グループホールディングス株式会社から依頼をいただき、近鉄電車駅構内（針中野

駅）での作品展示を行った。これについても 3 ヶ月ごとに作品を変えて継続展示を行っていく予定であ

る。 

 

基準 11 国際交流 

 

 点検項目【11-1】 グローバル人材の育成に向けた国際交流などの取り組みを行っているか  

大阪芸大グループとして、大阪芸術大学と海外の大学等との姉妹校・海外交流協定に基づく国際

セミナーへの参加や、交流作品展への出品・訪問団への参加等により、グローバル人材の育成に向け

た取り組みも行っている。 

 


